
 

 

 

 

 

地球温暖化対策及び脱炭素社会のまちづくりを進めるため、住宅や事業所に再生可能エネルギー設備

やエネファームを設置される方に対して費用の一部を補助します。 

 

■対象者／次の要件を全て満たす方 

・市内に住所を有する個人（予定者含む）で、自己の住宅に対象設備を設置する方 

または市内事業者（予定者含む）で、自己の事業所に対象設備を設置する方 

・自己所有でない建物に対象設備を設置する場合は、建物所有者から書面による承諾を得ている方 

・年度内に設備設置を完了できる方 

・市町村税を滞納していない方 

 

■対象経費 

補助対象設備の本体・付属機器の購入費用、設置にかかる工事費用 

 

■対象設備・要件・補助金の額 

対象設備 対象設備の要件 対象者 補助金の額 

太陽光発電設備 次の全ての要件を満たすもの 

(1) 太陽光を利用して発電を行うシステムで、太

陽電池モジュールの公称最大出力の合計が

1kW 以上のもの 

(2) 発電した電力を全量自家消費するものまた

はその余剰電力を売電するもの 

個人または 

事業者 

対象経費の 1/3 

上限 20 万円 

太陽光発電設備・定

置型蓄電池 

（同時に設置する場

合に限る） 

次の全ての要件を満たすもの 

(1) 太陽光発電設備と併せて設置されるリチウ

ムイオン蓄電池で、太陽光発電設備による余剰

電力や夜間電力を蓄電することにより、停電時

や電力需要ピーク時等必要に応じて電気を活

用できるもの 

(2) 対象設備を設置する敷地内の土地または建

物に容易に取り外すことのできない状態で固

定されているもの 

(3) 蓄電池容量の合計が 1kWh 以上のもの 

個人または 

事業者 

対象経費の 1/3 

上限 30 万円 

木質バイオマス熱

利用設備 

（ペレットストーブ、

薪ストーブなど） 

次の全ての要件を満たすもの 

(1) 木質ペレット、チップ、薪などを燃料とする

ストーブまたはボイラー 

(2) 二次燃焼などにより排煙を減少させる機能

を有するものまたは燃焼効率が 70％以上の

もの 

個人または 

事業者 

対象経費の 1/3 

上限 10 万円 

地中熱利用設備 地中の熱（冷熱を含む）を熱源としてヒートポ

ンプ等で熱交換を行い、冷暖房、給湯、融雪、凍

結防止に利用するもの 

個人または 

事業者 

対象経費の 1/3 

上限 40 万円 

雪氷熱利用設備 雪または氷を貯蔵する雪室・氷室など、冷気・

冷水の流量を調整する機能を有する雪氷熱供給

設備 

個人または 

事業者 

対象経費の 1/3 

上限 40 万円 

家庭用燃料電池 

（エネファーム） 

ガスを使用して、燃料電池で発電及び排熱利用

を行う熱電併給設備 

個人 

 

対象経費の 1/3 

上限 20 万円 

  

 

 

令和８年度 小千谷市脱炭素設備導入促進補助金のご案内 



※複数の設備を設置する場合、補助金額を合算できます。 
  
※補助金額は、1,000 円未満は切り捨て  
 
※次のいずれかに該当する場合は補助の対象となりません。 

【対象外】設置する設備が中古品またはリース契約によるものである場合  

【対象外】すでにこの補助金の交付を受けて補助対象設備を設置した住宅または事業所に、同一の補助対象

設備を設置する場合 

 

■補助金の申請から交付までの流れ 

手順 手続き 

1 交付申請 工事着工前に、次の申請書類を環境共生課（市役所 2 階）へ提出してください。 

【提出書類】 

・交付申請書 

・補助対象設備の設置にかかる費用の内訳がわかる書類（見積書等）  

・補助対象設備の形状・規格がわかる資料（カタログまたは仕様書） 

・設置場所の位置図  

・設置場所の現況写真（着手前写真）  

・市町村税を滞納していない証明書（※１） 

・その他必要書類（※２） 

※１ 「市町村税を滞納していない証明書」は、交付申請書により市が保有する情報

を利用することについて同意した場合は、提出を省略することができます。 

※２ 自己所有でない建物に対象設備を設置する場合は、建物所有者の同意書を添付

してください。 

２ 交付決定 交付申請の受付から２週間程度で、市が交付決定通知書を送付します。 

３ 工事着手 交付決定通知受領後、補助対象設備の設置工事に着手してください。 

交付決定後に申請内容に変更が生じた場合は、次の書類を提出してください。 

【提出書類】 

・変更（中止・廃止）申請書 

４ 実績報告 補助対象設備の設置完了後、速やかに（概ね１か月以内に）次の実績報告書類を提出し

てください。 

【提出書類】 

・実績報告書 

・補助対象設備の設置にかかる領収書の写し 

・補助対象設備の設置状況を示す写真（※３） 

・通帳の写し（※４） 

※３ 設備の全景写真のほか、太陽光モジュールは設置枚数が確認できる写真、パワ

ーコンディショナや蓄電池等の機器は銘板（型式等が確認できるもの）の写真

をご用意ください。 

※４ 通帳表紙裏面の「金融機関名、口座番号、フリガナの口座名義」が明記されて

いる箇所のコピーをご用意ください。 

５ 確定通知 

  振込み 

実績報告の受付から２週間程度で、市が補助金確定通知書を送付します。 

実績報告の受付から２か月程度で、補助金を指定口座に振り込みます 

 

■注意事項 

・先着順で受付し、予算額に達し次第、終了となります。 

・必ず着工前に申請し、交付決定後に工事に着手してください。 

・交付申請書、実績報告書の様式は、環境共生課にあるほか、市ホームページからダウンロードできます。 

・設備設置後は、設備の使用実績に関するデータ提供などにご協力いただく場合があります。 

 

■申請先・問い合わせ先 

 小千谷市環境共生課 脱炭素推進係 

 〒947-8501 小千谷市城内 2 丁目 7 番 5 号 

 TEL：0258-83-3566   FAX：0258-82-8664 

 Email：kankyo-dt@city.ojiya.niigata.jp 


